津幡町主観的事項審査基準
　津幡町内に主たる営業所を置く建設工事業者に対して主観点数を付与します。以下の主観的事項審査基準を確認のうえ、主観的事項に関する調査票を記載・提出してください。なお、主観点数が０点の場合であっても調査票を提出してください。ただし、主観点数の有効期間は、１年度（４月１日から翌年３月３１日まで）とします。
　また、津幡町内に主たる営業所を置く建設業者以外の者に対する主観点数の付与は、ありません（主観的事項に関する調査票の記載・提出の必要もありません。）。
１．ＩＳＯ９０００シリーズ認証取得

　前年の１２月３１日現在におけるＩＳＯ９００１について、財団法人日本適合性認定協会（以下、「ＪＡＢ」という。）に認定されている審査登録機関、又はＪＡＢと相互認証している認定機関に認定されている審査登録機関の認証取得の有無により、下記のとおり主観点数を申請する全業種に対して加点します。

	認証取得の有無
	付与点数

	有
	＋１５

	無
	０


２．ＩＳＯ１４０００シリーズ認証取得、エコアクション２１の認証・登録又はいしかわ事業者版環境ＩＳＯの登録
　前年の１２月３１日現在におけるＩＳＯ１４００１について、ＪＡＢに認定されている審査登録機関、又はＪＡＢと相互認証している認定機関に認定されている審査登録機関の認証取得の有無、エコアクション２１への参加について財団法人地球環境戦略研究機関への登録の有無、いしかわ事業者版環境ＩＳＯについて石川県への登録の有無により、下記のとおり主観点数を申請する全業種に対して加点します。
	認証取得・登録の有無
	付与点数
	

	ＩＳＯ１４００１
	＋１５
	

	エコアクション２１
	＋１０
	※ＩＳＯ１４００１の認証を受け主観点数を加点された者には、加点されません。

	いしかわ事業者版
環境ＩＳＯ
	＋５
	※ＩＳＯ１４００１の認証を受け、又は、エコアクション２１に登録し主観点数を加点された者には、加点されません。

	無
	０
	


３．指名停止

　津幡町が前年の１月１日から１２月３１日までの間に指名停止措置した期間の累計により、下記のとおり主観点数を申請する全業種に対して減点します。
　また、指名停止期間の始期が上記期間中であり、終期が上記期間以降の場合も対象とします。
	指名停止期間（累計）
	付与点数

	無
	０

	３ヶ月未満
	－１０

	３ヶ月以上　６ヶ月未満
	－２０

	６ヶ月以上　１２ヶ月未満
	－３０

	１２ヶ月以上
	－５０


４．災害協定

　前年の１２月３１日現在において、津幡町と災害協定を締結している協会等の会員である協力者に、下記のとおり主観点数を申請する全業種に対して加点します。
	災害協力の有無
	付与点数

	有
	＋１５

	無
	０


５．除雪委託契約
　前年の１２月３１日現在において、津幡町と除雪委託契約を締結している者に、下記のとおり主観点数を申請する全業種に対して加点します。
	除雪委託契約の有無
	付与点数

	自社の建設機械で実施
（建設機械及びオペレーター）
	＋１５

	町から貸与された建設機械で実施
（オペレーターのみ）
	＋１０

	無
	０


※自社の建設機械及び町から貸与された建設機械の両方で実施されている方の付与点数は前者の点数を採用します。
６．消防団員の雇用

　前年の１２月３１日現在において、津幡町消防団員として社会貢献活動をしている協力者（１年以上継続者）を１年以上雇用している者に、下記のとおり主観点数を申請する全業種に対して加点します。

	雇用状況
	付与点数

	３名以上
	＋１５

	２名
	＋１０

	１名
	＋５

	無
	０


７．優良建設工事表彰

　毎年度の前年度において、津幡町優良建設工事表彰要綱に基づき、表彰を受けた者に対して加点します。

	優良建設工事表彰の有無
	付与点数

	有
	＋１５

	無
	０


８．障害者の雇用状況

　前年の１２月３１日現在において、「障害者の雇用の促進等に関する法律」第２条に定める障害者を法定雇用障害者数を超えて常時（週３０時間以上をいう。）雇用している者に対して加点します。
	雇用状況
	付与点数

	①障害者の雇用義務があり（労働者50人以上）、法定雇用障害者数（法定雇用率2.0％）を超える障害者を雇用している者。

②障害者の雇用義務がない（労働者49人以下）が、障害者を雇用している者。
	＋１０

	無
	０


添付書類：①　ハローワークに提出した「障害者雇用状況報告書」（ハローワークの受付印あるもの）
の写し
②　障害者であることを証明するものの写し（障害者手帳、療育手帳、障害者年金等）
及び常時雇用していることを確認できるものの写し（雇用保険被保険者証等）
９．次世代育成雇用環境の整備

　前年の１２月３１日現在において、次世代育成支援対策推進法第１２条に基づき、行動計画を厚生労働大臣に届け出（行動計画期間中であること）をしている者に対して加点します。

	支援状況
	付与点数

	①常時雇用する労働者が１０１人以上の者（法定雇用義務者）で、次世代育成支援対策推進法第１２条に基づき、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働大臣にその旨を届け出した者。
	＋５

	②常時雇用する労働者が１００人以下の者で、次世代育成支援対策推進法第１２条に基づき、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働大臣にその旨を届け出した者。
	＋１０

	無
	０


添付書類：厚生労働大臣（労働局）に届出した書類で、受付印が押してあるものの写し
１０.保護観察対象者等の協力雇用主としての登録状況
　前年の１２月３１日現在において、金沢保護観察所への保護観察対象者等の協力雇用主としての登録の有無に対して加点します。
	協力雇用主としての登録の有無
	付与点数

	有
	＋５

	無
	０


添付書類：金沢保護観察所発行の証明書
１１. 津幡町発注の災害復旧工事における受注状況
　令和７年１月～令和７年１２月末日現在において、災害復旧工事における受注の
有無に対して加点します。（応急仮工事を除く）
	災害復旧工事における受注の有無
	付与点数

	有（２０件以上）
	＋１５

	有（１０～１９件）
	＋１０

	有（１件～９件）
	＋５

	無
	０


※添付書類：建設工事請負契約書（写）
主観的事項に関する調査票
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※該当する項目の有無に○を記入し、関係書類を添付すること。
	1 ＩＳＯ９０００シリーズ認証取得
【添付書類】：認定登録証及び認証範囲が確認できる書類の写し
	有・無
	　　 点

	2 ＩＳＯ１４０００シリーズ認証取得
【添付書類】：認定登録証及び認証範囲が確認できる書類の写し
	有・無
	　　 点

	3 エコアクション２１認証・登録
【添付書類】：認定登録証及び認証範囲が確認できる書類の写し
	有・無
	　　 点

	4 いしかわ事業者版環境ＩＳＯ登録
【添付書類】：認定登録証及び認証範囲が確認できる書類の写し
	有・無
	　　 点

	5 指名停止
	有・無
	　　 点

	6 災害協定
【添付書類】：協会等の会員であることの証明書
	有・無
	　　 点

	7 除雪委託契約
【添付書類】：道路除雪業務委託契約書の写し
	有・無
	　　 点

	8 消防団員の雇用
氏　名

住　　所

【添付書類】：雇用関係が確認できるもの（健康保険証等の写し等）
	有・無
	　　 点

	9 津幡町優良建設工事表彰の有無
【添付書類】：表彰状の写し
	有・無
	　　 点

	10 障害者の雇用状況
【添付書類】：ハローワークに提出した「障害者雇用状況報告書」の写し又は障害者であることを証明するものの写し（障害者手帳、療育手帳、障害者年金等）及び常時雇用していることを確認できるものの写し（雇用保険被保険者証等）
	有・無
	　　 点

	11 次世代育成雇用環境の整備　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 
　【添付書類】：厚生労働大臣（労働局）に届出した書類で、受付印が押してあるものの写し
	有・無
	　　 点

	12 保護観察対象者等の協力雇用主としての登録状況　　　 　　　　　 
【添付書類】：金沢保護観察所発行の証明書
	有・無
	　　 点

	13 津幡町発注の災害復旧工事における受注の有無
【添付書類】：建設工事請負契約書の写し
	有・無
	　　 点

	合計付与点数　
	　　 点


